
船舶インシデント調査報告書 

令和５年６月７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（電源喪失） 

発生日時 令和４年４月１０日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市豆
つ

酘
つ

崎南方沖 

 豆酘埼灯台から真方位１８０°１４.１海里付近 

（概位 北緯３３°５２.１′ 東経１２９°０９.９′） 

インシデントの概要 漁船松栄
まつえい

丸は、航行中、電源が喪失して、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年７月２８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 松栄丸、１９トン 

ＮＳ２－１７０３４（漁船登録番号）、個人所有 

第２９０－４８５７２号（船舶検査済票の番号） 

ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力５７３.７kＷ、回転数

毎分１,８００、６気筒、ボア１６５mm、使用燃料Ａ重油、平成２

年１１月１０日進水 

乗組員等に関する情報 操縦者、一級小型・特定（令和４年４月６日をもって失効中） 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

インシデントの経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、操縦者ほか９人が乗り組み、操業を終え帰航中、操縦者

が、舵が効かないことに気付き、機関室に向かったところ、主機直結

である発電機から煙が出ているのを認めた。 

操縦者は、運航不能と判断して僚船に本インシデントの発生を連絡

し、本船は、来援した僚船により対馬市昼ヶ浦港にえい
．．

航された。 

機関修理業者は、本インシデント後、発電機を開放したところ、ロ

ータを回転支持するベアリングが経年劣化で破損し、ロータのシャフ

トにがたつき
．．．．

やぶれ
．．

が生じ、ロータコイル等が損傷していることを認

め、電源が喪失して主機が停止したと判断した。 

本船の発電機は、船舶所有者が本インシデントの約２年前に中古で

購入したもので、１９８１年に製造され、購入以前の整備記録が不明

であった。 

船舶所有者は、中古で購入した発電機なので、本船の定期点検の

際、発電機の整備を依頼すれば良かったと本インシデント後に思っ

た。 

発電機製造会社担当者によれば、発電機の使用限度時間等に決まり

はなく、取扱説明書にも記載されていなかった。 



分析 本船は、製造後約４０年の発電機が使用されている状態で航行中、

ロータを回転支持する発電機のベアリングが経年劣化で破損したこと

から、ロータのシャフトにがたつき
．．．．

やぶれ
．．

が生じ、ロータコイル等が

損傷して、発電機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考

えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、製造後約４０年の発電機が使用されて

いる状態で航行中、ロータを回転支持する発電機のベアリングが経年

劣化で破損したため、ロータのシャフトにがたつき
．．．．

やぶれ
．．

が生じ、ロ

ータコイル等が損傷して、発電機の運転ができなくなったことにより

発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶所有者は、使用年数の長い発電機等運転に直接影響する部品

については、整備業者と打ち合わせを行い、必要に応じて整備の

要否を検討すること。 

・操縦者は、小型船舶操縦免許証の更新手続きを適切に行い、有効

な免許証を保持した上で操船に当たること。 

 


